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第１章 調査の目的及び内容等 

 

1.1 調査の目的 

相楽中部消防組合消防本部（消防署）庁舎は、昭和４９年に管内（旧木津町、加茂町、山城町）

の災害出動の現場到着時間等を考慮して現消防庁舎が建設され、既に４２年が経過し、その間、

住宅開発、また国の施策として関西文化学術研究都市の開発が進み、消防庁舎建設当時と都市形

態が大きく変わっている。 

こうした背景の中にあって、社会環境の変化、人口増加に伴う災害の増加などの諸課題に対応

するため消防本部（消防署）庁舎の検討が必要であり、将来を見越した消防体制の確立のため、

消防庁舎の整備問題が急務である。 

本調査では、地域の位置、地勢、人口等の状況、また消防・防災の現状と将来的な展望をデー

タとして収集し、数か所の消防本部候補地を検討・選定し、場所や適正配置を決定し、消防の大

きさや施設・設備の概要、消防活動アクセスなどの調査を行うことを目的とするものである。 

 

1.2 調査の内容 

本調査では、相楽中部消防組合消防本部の管轄における人口、道路、災害の発生状況等を基に、

発生する災害に最も効果的に対処できる消防力の適正な配置を、システム工学的方法を用いて分

析し、検討する。 

対象とする消防力及び検討内容は、以下のとおりである。 

 

(1) 検討対象消防力 

① 消防署所 消防署、出張所 

② 消防車両 ・消防ポンプ自動車（以下「ポンプ車」という。） 

 ・救急自動車（以下「救急車」という。） 

 ・はしご自動車（以下「はしご車」という。） 

 ・救助工作車 

 

(2) 検討内容 

① 消防力の充足状況についての考え方の整理 

近年の都市形態等に伴う消防力の充足状況についての考え方を整理する。 

 

② 消防力の現状の充足状況の把握 

「消防力の整備指針」等の国が示す基準のほかに、上記①を踏まえ、管轄区域内における

消防力の充足状況を定量的に把握するとともに、現状における課題点等を整理する。 

 

③ 本部庁舎の候補地の検討 

上記②による課題等を踏まえ、適正配置理論を用いて、本部庁舎の移転先として数か所の

候補地及びそれぞれの運用効果について、定量的に算定する。 
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ａ 年少人口（0～14歳） 

 
ｂ 生産年齢（15～64歳） 

 
ｃ 老年（65歳以上75歳未満） 

 
ｄ 75歳以上 

 

図2.3.2 管内各地域における年齢別人口の将来推計（指数の経年変動） 
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第６章 調査結果のまとめ 

6.1 現況と災害の発生状況 

相楽中部消防組合は、京都府の最南端に位置し、南は奈良県、東は三重県、北は滋賀県に隣接

し、東西に一級河川の木津川が流れ、交通ではＪＲ関西本線、奈良線、学研都市線、近鉄京都線

が通り、また京都府と和歌山県を結ぶ国道２４号線、三重県と大阪府を結ぶ国道１６３号線が縦

横に走り交通の要衝となっている。 

当組合は、昭和４７年４月１日に木津町、山城町、加茂町の３町によって消防一部事務組合と

して発足し、その後昭和５５年４月１日に東部地域に隣接する笠置町、和束町、南山城村が加入

して５町１村により構成していたが、平成１９年３月１２日に木津川市（木津町・山城町・加茂

町が合併）が発足し、１市２町１村の構成となった。 

管内の西部地域は、関西文化学術研究都市の中核となっており、研究施設が多く建設され住宅

開発も進み人口が急増している。東に進むに連れて山地となり、中山間地域には集落が散在して

いる。 

管轄面積は237.79km²、人口約8.3万人、世帯数約3.2万世帯である。また、中高層建物である

３階以上の建物は423棟である。災害の発生状況は、過去5年間の全火災件数（建物火災、建物以

外の火災及び特命事案の総件数）は497件、過去３年間の救急事案は9,684件、過去5年間の救助

事案は183件であった。 

全火災と救急事案を基に消防需要を指標化し、管轄全体の指標値を100,000としたとき、構成

市町村別に見ると、消防需要指標値が最も多いのは木津川市83,272指標値、次いで和束町7,525

指標値、南山城村5,615指標値、笠置町3,587指標値の順であった。木津川市に消防需要指標値の

８割以上が集中していることが明らかである。また、木津川市のうち、消防需要指標値が最も多

いのは木津地区50,790指標値、次いで加茂地区18,101指標値、山城地区14,381指標値の順であっ

た。したがって、当地域の消防需要は地勢と大きく関係していることが分かる。西部では木津地

区を中心とした比較的まとまった地域に多くの消防需要が集中し、これが東に移るに連れて消防

需要は少なくなっていく。特に東部の中山間地域では、西部と比べて広大な地域に少ない消防需

要が分散している。消防需要は、東西で全く違った様相を示しており、地域に見合った消防体制

を構築することが求められる。 

相楽中部消防組合消防本部は、自治体消防として発足以来、４０年以上にわたり、住民の生命・

身体・財産を幾多の災害から守ってきたが、将来における管内の人口増、高齢化などに伴い、消

防需要の増加が予想されていることから、消防力のさらなる強化を図る必要があると考えられる。

また、各構成署所は、昭和４９年から昭和６２年にわたり建築されており、庁舎の老朽化により

建て替えの時期が迫ってきている。 

さらに、消防署所は地域住民にとって安心・安全な拠点施設であり、通常の火災や救急事案へ

の対応にとどまらず、地震、水害などの災害時にも機能を維持することが望まれるが、一部の署

所の付近では最大震度７、最大浸水深３ｍ以上の被害が想定されていることから、防災の視点を

取り入れた庁舎の強化が求められる。 

これらの課題解決に向けて、地域の実情に即した消防力の運用を工夫することは重要であるが、

署所配置の見直し、再整備も有効な方策である。 
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